
「給付奨学金案内」を読んで奨学生予約採用の給付奨学金を
希望する高等専門学校第3学年の皆さんへ

・この冊子では、予約採用（進学前の申込み）の申込手続きについて説明しています。
・給付奨学金について理解したうえで、予約採用への申込みを希望する場合には、この冊子をよく読んで
申込みを行ってください。また、父母等あなたの生計を維持している人にもこの冊子を読んでもらい、
奨学金制度の内容及びあなたが奨学金を利用することについて理解してもらってください。

・高等教育の修学支援新制度における授業料・入学金の減免（多子世帯支援を含む）を希望される場合、
給付奨学金の申込みが必要ですので、本冊子及び「給付奨学金案内」をご確認ください。

申込みのてびき

（2027年度大学等予約採用）

「給付奨学金案内」は
JASSOホームページに掲載しています。

こちらからご確認ください。

JASSOホームページ

（高等専門学校第3学年向け）

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/yoyaku/tebiki/daigaku_etc.html


 

知っておいてほしいポイント 

◆あなた自身が手続きをするもの 

奨学金を申し込み、利用するのは「あなた自身」です。大学等進学前の申込みから、奨学金に関
する手続きはすべてあなた自身が行う必要があります。 

◆学校の指示にしたがいましょう  

申込手続きは学校を通じて行うため、学校の指示にしたがって手続きを進めましょう。 
学校が定める期限を守らない場合、申込みが認められない可能性があります。 

◆マイナンバーはインターネットからJASSOに直接提出します。 

奨学金の選考に必要なマイナンバーは、インターネットからJASSOに直接提出します。マイナ
ンバーをコピーした書類を郵送したり、学校へ提出したりしないように注意しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

あなた………………奨学金を申し込む学生本人 

JASSO……………日本学生支援機構 

大学等………………高等専門学校（第４学年以上）

スカラネット………インターネットで申込情報の入力・送信や選考結果の確認などを行う専用サイト 

マイナンバー………マイナンバー法（番号利用法）に基づき日本国内に住民票を有する全住民に交付

されている番号 

受付番号……………スカラネット入力後に発行される16桁の番号 

社会的養護を必要とする人……… 
満18歳となる前日に（満18歳となる前々日以前に申し込む場合は申込時点で）児童養護施設等(※１)に入所

して（養育されて又は一時保護されて）いた人(※２) 

※１ 児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設（情緒障害児短期治療施設から改称）、児童自立生
活援助事業（自立援助ホーム）を行う者、小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）を行う者、里親 

※２ 高等学校等を卒業することにより、満18歳となる日の前日までに児童養護施設等への入所（養育・一時
保護）の措置を解除された人、満18歳となる日以降に入所する（養育・一時保護される）こととなった人
も含む 

奨学金確認書兼地方税同意書……奨学金確認書 兼 地方税情報の取扱いに関する同意書 兼 個人信用情
報の取扱いに関する同意書 

  

【本冊子の用語】 

：書類作成・提出に関すること 

：記入する項目 

本冊子中のマーク・記号 

：スカラネットに関すること 

：マイナンバーの提出、「奨学金確認書兼地方税同意書」等に関すること。このマークが

あるページについて不明点がある場合は、マイナンバー提出専用コールセンター 

（０５７０－００１－３２０）にお問合せください。 

※この冊子では、高等専門学校第 4 学年への進級及び大学・短期大学・専門課程をおく専修

 

、大学、短期大学、専門課程を置く専修学校 

学校への進学を「進学」と表記しています。
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→「給付奨学金案内」２ページ 

→「給付奨学金案内」3 ページ 

→「給付奨学金案内」4～5 ページ 

＜参考＞ 給付奨学金制度のポイント 

奨学金を利用できる進学先は？ 

日本国内の大学・短期大学・高等専門学校・専修学校が対象です。 
学校の種別（課程） 給付奨学金 

高等専門学校 
（第４学年以上） 

国又は地方公共団体が給付奨学金の対象であることを確認した学校が対象（※２） 
大学・短期大学 

専修学校（※１） 
（※１）専修学校は専門課程及び専攻科に限ります（一般課程・高等課程は対象外です）。 
（※２）給付奨学金の対象となる学校の一覧（文部科学省ホームページ） 

申込資格は？ 

2027 年度に高等専門学校第４学年に進級又は大学等へ進学を希望する人で、次の（１）又は（２）のいずれ

かに該当する人が申し込めます。 

 

 

選考の基準は？ 

学力・家計（収入・資産）の両方の基準を満たす人が採用されます。 
学力基準  次の①又は②のいずれかを満たす人 

家計基準   

（１）申込時点で高等専門学校第３学年の人 
（２）高等専門学校第３学年を修了した年度の末日から申込みを行う日までの期間が２年以内の人 

（１）高等専門学校における第１学年から申込時までの評定平均値が、５段階評価で 3.5 以上 
（２）将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、入学しようとする大学等における学修意欲を

有することが確認できる 

① 収入基準…申込者（学生）・生計維持者（父母等）の所得に基づく「支給額算定基準額」が基準未

 
② 資産基準…申込者（学生）・生計維持者（父母等）の資産が 5,000 万円未満 

資産の対象となるもの 
・現金やこれに準ずるもの（退職金含む。投資用資産として保有する金・銀等） 
・預貯金（普通預金、定期預金）、有価証券や投資信託（株式、国債、社債、地方債等） 
※少額投資非課税制度（NISA）による投資額も含まれます。有価証券や投資信託は時価で換算してく

ださい。 
・満期や解約により現金化した保険 
※住宅ローン等の負債と相殺することはできません。 

https://www.mext.go.jp/kyufu/support_tg.htm 

次の①・②の両方を満たす人（多子世帯支援は５ページをご覧ください）

満（収入・所得の目安は５ページ参照）
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→「給付奨学金案内」6～11ページ

＜参考＞ 給付奨学金制度のポイント（続き） 

いくら支給されるの？

給付奨学金の支給額は、世帯の所得に基づいて４つの区分に分かれます。

さらに、あなたの進学先（日本国内）、通学形態によって下表の金額（月額）が、原則毎月１回振り込まれ

ます。

区分
国公立 私立

自宅通学 自宅外通学 自宅通学 自宅外通学

高等専門

学校

（４～５

年生）

第Ⅰ区分 17,500 円 34,200 円 26,700 円 43,300 円 

第Ⅱ区分 11,700 円 22,800 円 17,800 円 28,900 円 

第Ⅲ区分 5,900 円 11,400 円 8,900 円 14,500 円 

第Ⅳ区分

（※２）
4,400 円 8,600 円 6,700 円 10,900 円 

大学等

（※１）

第Ⅰ区分 29,200 円 66,700 円 38,300 円 75,800 円 

第Ⅱ区分 19,500 円 44,500 円 25,600 円 50,600 円 

第Ⅲ区分 9,800 円 22,300 円 12,800 円 25,300 円 

第Ⅳ区分

（※２）
7,300 円 16,700 円 9,600 円 19,000 円 

対象となる理工農系の学科等は、文部科学省のホームページにて確認してください。

（※３）生活保護世帯で生計維持者と同居する人・児童養護施設等から通学する人・通信教育課程に進学する

人は、上表の金額と異なりますので、給付奨学金案内で確認してください。

資産の対象とならないもの

・土地、建物等の不動産

・満期、解約前の保険の掛け金 ・貯蓄型生命保険や学資保険

（※１）大学等とは、大学・短期大学・専門課程をおく専修学校のことを示しています。

（※２）第Ⅳ区分の給付奨学金支給は多子世帯に限ります。第Ⅳ区分で多子世帯に該当しない場合、給付奨学

金は支給されませんが、進学先が私立学校の理工農系の学科等であれば授業料等減免の支援を受ける

ことができます。

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/1421838_00004.htm
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→「給付奨学金案内」8～9 ページ

→「給付奨学金案内」5 ページ

＜参考＞ 給付奨学金制度のポイント（続き） 

多子世帯支援とは？

授業料・入学金は所得制限なく下表の金額を上限に支援が受けられ、給付奨学金は所得に応じた支援区分（第

Ⅰ区分～第Ⅳ区分）の金額が支給されます。 （年額）

家計基準を満たすのか知りたい！

「進学資金シミュレーター」を使って家計基準に該当するか試算することができます。

（参考）家計基準の収入・所得の上限額の目安

世帯
人数 

想定する 
世帯構成 

給与所得者の世帯 
（年間の総収入金額） 

給与所得者以外の世帯 
（年間の所得金額） 

第Ⅰ区分 第Ⅱ区分 第Ⅲ区分 第Ⅳ区分 第Ⅰ区分 第Ⅱ区分 第Ⅲ区分 第Ⅳ区分 

2人 あなた、親① 207万円 298万円 373万円 630万円 135万円 192万円 245万円 439万円 

3人 
あなた、親①、 

中学生 
221万円 298万円 373万円 630万円 147万円 196万円 250万円 443万円 

4人 
あなた、親①、 
親②（無収入）、 
中学生 

271万円 303万円 378万円 635万円 182万円 212万円 287万円 475万円 

5人 
あなた、親①、 
親②（無収入）、 
大学生、中学生 

321万円 395万円 461万円 698万円 217万円 277万円 352万円 530万円 

※表中の数字はあくまで目安です。世帯構成等により目安の金額を上回っていても対象となる場合や、下回っていても対
象とならない場合があります。

※あなたが2026年１月１日時点で16～18歳であり、あなたに市町村民税が課税される程度の収入（所得）がないものと
して計算しています。

進学資金シミュレーター

※シミュレーターによる試算結果は、実際の選考結果とは異なることがあります。

あくまで参考としてご覧ください。

（例）会社員 （例）自営業 

生計維持者の扶養する子どもの数が３人以上であり、かつあなた自身が生計維持者に扶養されている場合、多

子世帯支援の対象となります（住民税上の扶養する子どもの数が３人以上いる間、第１子から支援）。 

区分 
国公立 私立 

入学金 授業料 入学金 授業料 

高等専門学校 8 万円 23 万円 13 万円 70 万円 

大学 28 万円 54 万円 26 万円 70 万円 

短期大学 17 万円 39 万円 25 万円 62 万円 

専門学校 7 万円 17 万円 16 万円 59 万円 

※支援額は単位未満を四捨五入しています。

※所得に応じた支援区分に該当しない人（ただし、資産基準が３億円未満の人）でも、多子世帯に該当する場

合は上記の支援を満額で受けることができます（給付奨学金は支給されません）。

詳細は、文部科学省のホームページをご確認ください。

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm

https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/ 
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Ⅰ 準備 申込みの流れ 

参考 ···································· ３～５ページ 

給付奨学金の対象となる学校や申込資格など、奨学金を申し込む前にポイン

トを確認します。

Ⅰ 申込みの準備 ···························· ６～８ページ

スカラネット入力期限やスカラネットにログインするために必要なＩＤ・パ

スワードを確認します。

Ⅱ 申込内容の確認 ·························· ９～19ページ 

説明を読みながら、申請・申告する内容を確認し、太枠内の設問について 

記入・選択します。 

Ⅲ スカラネットにて申込情報・マイナンバーの提出 ···· 20～28ページ

「Ⅱ 申込内容の確認」にて記入した内容を確認しながら、期限までに申込

情報をスカラネットに入力します。なお、スカラネット入力後一定期間内で

あれば、申込内容の訂正を行うことができます。 

また、申込情報を入力したあとに、続けてあなたと生計維持者のマイナンバ

ーを提出します。 

Ⅳ 必要書類の提出 ··················· 29～39ページ 

マイナンバーの提出が完了したら、必要書類を提出します。

●「奨学金確認書兼地方税同意書」・・・JASSOに簡易書留で郵送

「奨学金確認書兼地方税同意書」以外に書類の提出が必要な人（35ページ）は、

マイナンバー提出等の手続き完了後、JASSOから書類提出の案内が届きま

す。この案内が届いた人は、JASSOに必要書類を提出してください。 

Ⅴ 申込後の審査状況・選考結果の確認 ·········· 40～42ページ 

選考結果は、申込みをした学校宛に書面で郵送されます。 

また、スカラネットで審査状況や選考結果を確認することができます。 

※スカラネット入力時に使用した申込ＩＤ・変更後パスワードが必要です。
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１．期限・提出先の確認 

「スカラネットでの入力」期限は学校が定めます。学校へ期限を確認し以下にメモしてください。 

● 日 月）む含を出提ーバンナイマ（限期力入トッネラカス  

●JASSO へ簡易書留で郵送する書類

（「奨学金確認書兼地方税同意書」） 
提出期限 マイナンバー提出完了後１週間以内

２．ＩＤ・パスワードの確認 

スカラネットにログインするには、２組のＩＤとパスワードが必要です。

● 「ユーザＩＤ」・「パスワード」・・・学校から配付されます。（学校ごとにちがいます）

● 「申込ＩＤ」・「初期パスワード」

・・・「奨学金確認書兼地方税同意書」に記載されています。（一枚一枚ちがいます）

学校から配付される 

識別番号 

ユーザＩＤ

パスワード 

「奨学金確認書兼地方税同意

書」に記載 

申込ＩＤ Y D ２ ６ 

初期パスワード 

 ドーワスパ後更変 定設がたなあ

スカラネットにログインして申込内容や選考結果を確認するときに、申込ＩＤとあなたが変更したパス

ワードが必要です。忘れてしまったときはスカラネットに登録したメールアドレスを使って申込ＩＤの

確認やパスワード再設定を行うことができます（23 ページ）。

３．申込完了後の受付番号 

スカラネットで申込みが完了すると、16桁の受付番号が発行されます。奨学金の申込みにおいてあ

なたを特定する重要な番号になりますので、忘れないようメモしておきましょう。 

Ⅰ 準備 メモしましょう！

スカラネット入力完了日（マイナンバー提出完了日を含む）

受付番号 ― １ ０ １ ― 

「奨学金確認書兼地方税同意書」提出日 

月    日 

月    日 

予約採用の申込みには、スカラネットでの入力、「奨学金確認書兼地方税同意書」の提出及び（対

象者のみ）必要書類の提出が必要です。 
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１．【重要】メールアドレスとメールアプリ等の準備 

（１）メールアドレスの準備

スカラネットへの初回ログイン時にメールアドレスを登録します。

以下の場合にメールで通知します。進学後も利用可能なメールアドレスを準備しましょう。 

・申込ＩＤを忘れてしまった場合の申込ＩＤの通知やパスワードを再設定時の認証

・マイナンバーを再提出する必要がある場合の通知（28・41 ページ）又は再提出がない場合の

督促

登録したメールアドレスを覚えておくとともに、ふだんメールを使用しない場合でも定期的に

JASSO からのメールが届いていないか確認するようにしてください。 

（２）メールアプリやメールソフトの準備

メールアドレスを登録する際には、入力したメールアドレスに JASSO から「認証コード」を送

信しますので、メール受信ができるメールアプリやメールソフトも準備しましょう。 

※メールアドレスのドメインやメールアプリ等の指定はありませんが、jsas＠ses.jasso.go.jp から

のメールを受信できるようにしてください。 

２．必要書類の確認 

（１）「奨学金確認書兼地方税同意書」（申込者全員が提出必要） 

●学校から配付された封筒の中に「奨学金確認書 兼 地方税情

報の取扱いに関する同意書 兼 個人信用情報の取扱いに関す

る同意書」（「奨学金確認書兼地方税同意書」）が入っています。 

① 日本国籍以外の人

② 「社会的養護を必要とする人」（１ページ）に該当する人

③ 生計維持者が海外に居住している等の理由で、マイナンバーで住民税情報等を取得

できない人

Ⅰ 準備 メールアドレス等の準備と必要書類の確認

（２）上記（１）以外の書類（該当者のみが提出必要）

●以下の①〜③に該当する人は書類の提出が必要です（34ページ）。マイナンバー提出等の手続き完

了後、郵送でJASSOから書類提出の案内が届きます。この案内が届いた場合は、JASSOに必要

書類を提出してください。
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Ⅱ 申込内容① あなた自身の情報 

●あなた（申込みをする学生本人）の氏名・生年月日を記入

スカラネットに入力した氏名と「奨学金確認書兼地方税同意書」に記入した氏名が一致しているかご確認

ください。

※住民票に記載されている氏名を記入・入力してください。

入力内容に誤りがあると結果の通知が大幅に遅れます。正確に記入・入力してください。

漢字氏名 

(5文字まで) 

姓 

名 

カナ氏名

(15文字まで)

姓 

名 

生年月日 （西暦） 年 月 日 

●学生（あなた）以外（例えば父親、母親など）の氏名が入力されている

●カナ氏名が重複して入力されている

（例）キコウ タロウタロウ

●漢字姓又は漢字名が６文字以上あり、漢字姓（名）欄では始めの５文字までの入力となる場合に、カ

ナ姓（名）欄も漢字姓（名）欄と同じく始めの５文字までしか入力していないケース

（例）「スカラシップ トーマスマイケル太郎（スカラシップ トーマスマイケルタロウ）」の場合 

漢字氏名欄：【姓】スカラシッ【名】トーマスマ 

カナ氏名欄：【姓】スカラシッ【名】トーマスマ

（カナ姓は「スカラシップ」、カナ名は「トーマスマイケルタロウ」と入力する必要があります。）

●生年月日に誤りがある

スカラネットの入力内容と「奨学金確認書兼地方税同意書」に記入されている氏名等が一致しない

場合は、審査が進められない状態となり、正しい情報の確認に時間を要するため選考結果の通知時期

が大幅に遅れます。 

不備がある場合は、スカラネットに登録されたあなたの連絡先へ電話又は書面にて正しい情報の確

認をさせていただくとともに、スカラネットにて入力内容の訂正等をお願いすることがあります。 

なお、期限までに回答が得られない場合は選考に必要な情報がそろわないため、不採用として 

結果をお知らせすることもあります。 

「あなた自身の情報」に関するよくある不備 
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Ⅱ 申込内容① あなた自身の情報（続き） 

●あなたの国籍・在留資格等を選択・記入、書類提出 

(１)国籍の選択 ☐ 日本国 ☐ 日本国以外 

 

 

 

 

 

 

(２)在留資格等の選択  (３)選択した在留資格等に応じた申告事項（申込要件） 

☐ 永住者 

☐ 特別永住者 
  

☐ 日本人の配偶者等 
☐ 永住者の配偶者等  ①在留期限（満了日） （西暦）     年   月   日 

☐ 定住者  
①在留期限（満了日） （西暦）     年   月   日 

②日本に永住する意思の有無 ☐ はい（あり） ☐ いいえ（なし） 

☐ 家族滞在  

①在留期限（満了日） （西暦）     年   月   日 
②大学等卒業後に日本国で就労す

る意思の有無 
☐ はい（あり） ☐ いいえ（なし） 

③日本国へ初めて入国した日 （西暦）     年   月   日 

④日本国の小学校の卒業有無等 ☐ 卒業した ☐ 卒業していない 

小学校名  
所在地 
（都道府県） 

都・道 
府・県 

⑤日本国の中学校の卒業有無等 ☐ 卒業した ☐ 卒業していない 

中学校名  
所在地 
（都道府県） 

都・道 
府・県 

①在留資格・在留期限は、在留カード・特別永住者証明書を見ながら選択・記入してください。 

②入力日時点で在留資格の更新許可申請中であるものの、当該申請にかかる処分がなされていない「特例期

間」に該当する場合は、在留資格の証明書類に加え、そのことを示す書類の提出が必要です。 

なお、「特例期間」に該当せず、スカラネット入力日時点で在留期間が経過している場合、速やかに出入国

在留管理局へご相談ください（35ページ【C】又は【D】）。 

③在留期限が進学日より前の人は、在留資格更新の申請を行い進学日までに許可を受けた上で、進学時に

改めて更新済みの在留資格の証明書類（在留期限が進学日以降のもの）の提出が必要です。 

 更新手続きを忘れると、進学後に奨学金を受けることができませんのでご注意ください。 

 進学日時点で在留資格の期限が超過している場合、速やかに出入国在留管理局へ御相談ください。 

 

 

 

 

 

 

日本国籍以外の人は(２)も選択してください。 

就労制限なし 

 

2027 年 05 月 30 日まで有効

2007 年 10 月 02 日 

在留資格 定住者 

2027 年 12 月 31 日 

国籍が日本国以外の人は、後日、選択した在留資格の証明書類の提出が必要です（35 ページ【C】又は【D】）。

選択肢にない在留資格の人や、永住の意思がない定住者の人、要件を満たさない家族滞在の人は申込みでき

ません（あなたの在留資格が、「留学」や「特定活動」などの場合は申込資格がないため採用されません）。 

2007 年 12 月 31 日 

（2027 年 12 月 31 日）  
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Ⅱ 申込内容① あなた自身の情報（続き） 

●あなたの性別・連絡先を記入

性別（任意） ☐ 男  ☐ 女 □ 無回答

現住所 
〒 － 

都道

府県

電話番号 
自宅 

(固定) 
－  － 携帯 －  － 

①現住所は、奨学金申込時点で住んでいる住所を記入してください（住民票と一致していなくても構いません）。

②「奨学金確認書兼地方税同意書」に不備があった場合は、スカラネットに登録された現住所宛に簡易書留でお手

紙を郵送、又は登録された電話番号にマイナンバー提出専用コールセンター（0570-001-320）からお電話

をします。不備の連絡を受け取れるよう、間違いなく記入しましょう。 

●あなたの在籍（卒業）校を記入

 名校学

課程（分野学科） （下の表の中から当てはまるものを記入） 

学科（昼夜課程） （下の表の中から当てはまるものを記入） 

 号番席出 組 年スラク

入学年月 （西暦） 年 月 

学科について、どの選択肢を記入すればよいか分からない場合は、学校に確認してください。 

●学科の選択肢

学科 
・機械 ・電気電子 ・情報通信 ・生物化学 ・土木建築

・航空 ・工業デザイン ・環境システム 建築・環境デザイン 制御 ・商船学

●日本学生支援機構の奨学金の利用経験を選択・記入

日本学生支援機構奨学金の利用経験 ☐ はい（ある） ☐ いいえ（ない）

奨学生番号（プルダウン部分） 
00・01・02・04・07・ 

08・09・ｺｳ・ﾀ・ｾｺ 

都道府県等、日本学生支援機構以外の団体が実施している奨学金は除きます。 
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Ⅱ 申込内容② 希望する奨学金 

●希望する奨学金の種類を選択 

 給付奨学金と授業料等減免は一緒に申し込みます。多子世帯支援による授業料等減免のみの申込みを希

望する場合も、「高等教育の修学支援新制度」を「希望します」を選択してください。 

 

高等教育の修学支援新制度 

（給付奨学金及び授業料等減免） 
☐ 希望します  ☐ 希望しません 

 

 

 

Q１．学業成績や家計の経済状況に関する基準を満たしていれば必ず給付奨学生に採用されますか。 

A１．提出書類等の手続きに不備がなく、家計や学業その他の要件を全て満たしていることが確認できれ

ば、給付奨学生の採用候補者となります。給付奨学生採用候補者となった人は、確認大学等に進学し

て所定の手続きをとることにより給付奨学生として採用されます。 

Q２．給付奨学生に採用されたら、進学先の学校を卒業するまで、給付奨学金の支給を受けることができま

すか。 

A２．給付奨学生に採用された後は、定期的に基準を満たしているか審査（適格認定）を受けることになり

ます。学業に関する適格認定は毎年１回（学年末※）行われます。基準を満たさない場合は支給が止

まることがあり、やむを得ない理由がなく学業成績が著しく不振な場合などは、支給した金額の返還

が必要になることがあります。また、家計基準の適格認定は、毎年審査を受けることになり、結果は

10 月分の支給から反映されます（給付奨学金案内 14 ページ）。 

   ※高等専門学校や短期大学、修業年限が２年以下の専門学校においては年２回（学年の半期ごとに）

実施されます。 

Q３．給付奨学金は家計状況をふまえると支援の対象外となりそうですが、多子世帯を対象とした授業料等

減免の利用を希望しています。どのように申し込めばよいでしょうか。 

A３．「高等教育の修学支援新制度（給付奨学金及び授業料等減免）」を「希望します」を選択してください。 

 

  

「希望する奨学金」の選択に関するよくある質問  
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Ⅱ 申込内容③ 世帯の状況 

 
ここからは、あなたとあなたの家族の状況を確認していきます。 

まず、あなたが「社会的養護を必要とする人」（１ページ）に当てはまるかどうかを確認します。該当する

人は、１人家族（あなた自身が生計維持者）として扱うとともに、後日証明書類の提出が必要です。 

●社会的養護を必要とする人の確認、書類提出 

社会的養護 

満18歳となる日の前日時点で（18歳となっていない人は申込時点で）次の施設に入所していた（いる） 

☐ はい（「社会的養護を必要とする人」である） 

☐ いいえ（「社会的養護を必要とする人」ではない）  

 

入所施設等 

☐ 児童養護施設入所者等      ☐ 児童自立支援施設入所者等 

☐ 児童心理治療施設入所者等    ☐ 自立援助ホーム入所者等 

☐ 里親に養育されている（いた）  ☐ ファミリーホームで養育されている（いた） 

入所年月 （施設に入所した（里親に育てられた）のはいつからか→） （西暦）        年    月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

満 18 歳となる日の前日時点で（18 歳となっていない人は申込時点で）児童相談所等に一時

保護されていた（いる）人は、「入所施設等：児童養護施設入所者等」を選択してください。 

児童相談所等に一時保護されていた（いる）人の申告について 

「はい」を選んだ人は、以
下の「入所施設等」と「入
所年月」も選択します。 

あなたが「社会的養護を必要とする人」に該当する場合（１ページ）には、在籍する児童養護施

設等が発行する「在籍証明書」や児童相談所等が発行する「児童（里親）委託証明書」等を提出

し、施設等に在籍又は里親に養育されていた（いる）こと、児童相談所等に入所して（養育又は一

時保護されて）いた（いる）ことを審査にて確認します。 

※マイナンバーを提出いただいた方のうちマイナンバー経由で在籍・養育・入所に係る情報が取得

できなかった方及びマイナンバーを提出しなかった方は後日、JASSO から証明書類提出を依頼

いたします。 

奨学金申込時点のあなたの年齢によって証明する在籍日等が異なりますのでご注意ください。 

奨学金申込時点のあなたの年齢 必要な書類（後日提出） 

18 歳未満 
奨学金申込時点で児童養護施設等に在籍又は里親に養育され

ていることを確認できる書類（36 ページ【E】） 

18 歳以上 
満 18 歳となる前日時点で児童養護施設等に在籍又は里親に養

育されていることを確認できる書類（36 ページ【E】） 

※高等学校等卒業を理由に、満 18 歳となる日の前日までに児童養護施設等への入所（養育・一時保護）の措置を解

除された人、満 18 歳となる日以降に入所する（養育・一時保護される）こととなった人はそのことが確認できる

書類が必要です。 

社会的養護を必要とする人に該当する場合は証明書類が必要です 
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Ⅱ 申込内容③ 世帯の状況（続き） 

●家族分類チェック表の選択・記入 

【家族分類チェック表・記入欄】にあなたの家族（奨学金申込時点であなたと同一生計の人）を記入し

てください。 

記入欄の説明は次のとおりです。 

「①続柄」欄 

・家族の続柄を記入します。続柄は以下から選択して記入してください。 

（注１）「本人」、「父」、「母」についてはあらかじめ印字しています。 

 選択肢 
「父」、「母」、「祖父母」、「おじおば」、 

「兄姉」、「弟妹」、「その他」 

 

「②漢字氏名」欄 

・「父」「母」欄に、それぞれ父母の氏名を記入します。 

（注２）父・母は別居していても原則同一生計とみなします（記入が必要）。 

（注３）父（母）の再婚相手と同居している場合、原則同一生計とみなします（記入が必要）。この

場合、続柄は「父」又は「母」を選択してください。 

（注４）行方不明、意識不明等の特殊な事情がある場合は同一生計から除外できることがあります。 

・父母以外の家族の氏名を記入します。 

（注５）同一生計ではない親族（就職し、独立して生活している人（兄姉など））は記入不要です。 

「③年齢」欄 ・奨学金申込時点の年齢を記入します。 

続柄が「本人」「父」「母」以外のあなたと同一生計の家族については、最大 13 人までスカラネットに入力でき

ますので、入力できる人数まで入力してください。 

 

【家族分類チェック表・記入欄】奨学金申込時点であなたと同一生計の家族を記入します。 

 3人目以降は年齢の高い順に入力してください。 

 

①続柄 

②漢字氏名 

③年齢 

 

①続柄 

②漢字氏名 

③年齢 姓 

（5 文字まで） 

名 

（５文字まで） 

姓 

（5 文字まで） 

名 

（５文字まで） 

 本人  8     

1 父    9     

2 母    10     

3     11     

4     12     

5     13     

6     14     

7     15     

↑生計維持者となる人の番号に○をつける ↑生計維持者となる人の番号に○をつける 

※原則父母２名が生計維持者となるため、あらかじめ○を印字しています。 
（注）父母２名ともいない場合は、あなたの生計を維持している主たる人（１名）が生計維持者となります（15ページ）。 

（注）社会的養護を必要とする人に該当する場合は、あなた自身が生計維持者となります。 
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Ⅱ 申込内容④ 生計維持者の情報 

●奨学金申込時点の生計維持者の確認  
生計維持者とは、原則あなたの父母（父母ともいない場合は、代わって生計を維持している主たる人

（たとえば祖父母等））となります。家計基準については、あなたと生計維持者の収入をもとに判定し

ます。以下の表を参考に生計維持者となる人を確認してください。なお、生計維持者は奨学金申込時点

の状況で申告してください。 

 

① 父母ともにいる場合 生計維持者 

ア 父母と同居・別居（一人暮らし） 父母（２名） 
※専業主婦（主夫）、無職無収入の場合でも生計

維持者となります。 イ 父母どちらか又は両方が海外赴任・単身赴任 

  

② 父母が離婚調停中 生計維持者 

ア 父母が離婚調停中 
父母（２名） 

※離婚調停中であっても原則父母となります。 

イ 
父母が離婚調停中（父又は母は別居しており、あな

たへの支援が一切ない） 
あなたの生活を支援する父又は母（１名） 

 

③ 父母が離婚 生計維持者 

ア 
父母は離婚しており、父又は母（いずれか一方）
と同居している 

父母（2 名） 
※離婚等により、父又は母と別生計となってい

る場合は、1 名になります。 

イ 父母が離婚後、再婚している 
父又は母と再婚相手（２名） 
※再婚には事実婚も含みます。 

 

④ 父母どちらか又は両方と死別、又は意識不明 生計維持者 

ア 父又は母と死別（再婚していない） 左に該当しない父又は母（１名） 

イ 
父母と死別し、親族から支援を受けながら一人
暮らしをしている 

主に支援をしている親族（１名） 
※支援をしている人が複数人であっても、主た

る人１名となります。 

ウ 
父又は母が意識不明（精神疾患含む）により意思
疎通ができない 

意思疎通できる父又は母（１名） 
※意思疎通できない父又は母は生計維持者に

含みません。 

 

⑤ あなたが生計維持者となる場合（独立生計） 生計維持者 

ア 
あなたが社会的養護を必要とする人（１ページ）に

該当する場合 
あなた（１名） 

 

（注１）生計維持者を１人（独立生計者を含む）と申告した場合や父母以外の場合、その事実関係が確認で

きる証明書の提出を後日求めることがあります。 

 
 

JASSO ホームページに生計維持者に関するよくある質問を掲載しています 

15（2027 年度大学等予約採用） （2027 年度大学等予約採用）16

Ⅰ
申
込
み
の
準
備

Ⅱ
申
込
内
容

Ⅲ
ス
カ
ラ
ネ
ッ
ト
入
力

Ⅳ
必
要
書
類

Ⅴ
申
込
後

https://www.jasso.go.jp/faq/shogakukin/moshikomi/yoyaku/seikeiiji/index.html#/


 

Ⅱ 申込内容④ 生計維持者の情報（続き） 

●生計維持者の情報を選択・記入 

14ページの【家族分類チェック表】で確認した「生計維持者」について記入しましょう。入力内容に誤

りがあると結果の通知が大幅に遅れます。正確に記入・入力してください。 

なお、2026年1月１日時点で海外居住の生計維持者や本人がいる場合は、追加の書類提出を依頼する

 

 生計維持者① 生計維持者② 

続柄（※1） 

 ☐ 父 ☐ 母 ☐ 母 ☐ 父 

☐ 祖父 ☐ 祖母 ☐ 本人 ☐ その他  

漢字氏名 

姓（５文字まで） 名（５文字まで） 姓（５文字まで） 名（５文字まで） 

カナ氏名 
姓（15文字まで） 名（15文字まで） 姓（15文字まで） 名（15文字まで） 

生年月日 （西暦）       年   月   日 （西暦）       年   月   日 

 

 

  

（※１）続柄は、「父と母の２名」、「父又は母を１名」、「父母以外の人を１名」のいずれかの選択になります。

生計維持者が義父（義母）又は養父（養母）となる場合は、「父（母）」を選択してください。  

ことがあります（37ページ参照）。 

（※２）生計維持者の氏名が漢字・カナでない場合やミドルネームがある場合は、9ページをよく読んで記入

してください。 
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Ⅱ 申込内容④ 生計維持者の情報（続き） 

●生計維持者が2025年12月31日時点で扶養していた親族の記入 

2025年12月31日時点で生計維持者が扶養していた親族について、本ページ下の記載を参照して全員

分を記入しましょう。最大15人までスカラネットに入力できます（入力しきれない場合には、扶養してい

る生計維持者よりも年下の扶養親族を優先的に入力のうえ、学校に相談してください）。 

  ここで入力した扶養親族は、JASSOがマイナンバーで確認する生計維持者（原則父母）の住民税情報に

おける扶養親族の人数と比較します。スカラネットで入力した扶養親族のうち「子ども」に該当する人数及

び住民税税情報によって、あなたの世帯が多子世帯に該当するかどうかの判定が行われますので正確に入

力してください（５ページ）。 

 
生計維持者と

の関係 

扶養している生
計維持者よりも
年下か（※） 

 
生計維持者と

の関係 

扶養している生
計維持者よりも
年下か（※） 

 
生計維持者と

の関係 

扶養している生
計維持者よりも
年下か（※） 

1 ☐ 
申込者 

本人 

☐ 年下  

☐ 年上 
6 

☐  

☐ その他 

☐ 年下  

☐ 年上 
11 

☐  

☐ その他 

☐ 年下  

☐ 年上 

2 
☐  

☐ その他 

☐ 年下  

☐ 年上 
7 

☐  

☐ その他 

☐ 年下  

☐ 年上 
12 

☐  

☐ その他 

☐ 年下  

☐ 年上 

3 
☐  

☐ その他 

☐ 年下  

☐ 年上 
8 

☐  

☐ その他 

☐ 年下  

☐ 年上 
13 

☐  

☐ その他 

☐ 年下  

☐ 年上 

4 
☐  

☐ その他 

☐ 年下  

☐ 年上 
9 

☐  

☐ その他 

☐ 年下  

☐ 年上 
14 

☐  

☐ その他 

☐ 年下  

☐ 年上 

5 
☐  

☐ その他 

☐ 年下  

☐ 年上 
10 

☐  

☐ その他 

☐ 年下  

☐ 年上 
15 

☐  

☐ その他 

☐ 年下  

☐ 年上 

（※）扶養親族と扶養している生計維持者の生年月日が同一の場合は、「年下」を選択してください。 
 

ここでいう「子ども」とは、生計維持者の2025年12月31日時点の扶養親族のうち、次の（１）・（２）

の両方の条件を満たす人のことを言います。 

（１）生計維持者が令和７年（2025年）分の年末調整等で申告した扶養親族であること 

※１ 生計維持者が税の年末調整、確定申告又は住民税申告で2025年の12月31日時点で扶養している親族

として申告し、対象となった人をいいます（扶養親族になるには、年齢や学生であるかどうかは関係し

ません）。なお、税法上の控除額がない16歳未満の人も扶養親族に含まれます。 

※２ 2026年４月に就職して独立したきょうだいについても、2025年12月31日時点で生計維持者の扶養

親族だった場合は「子ども」に該当するため、入力の対象です。 

※３ 2026年1月1日以降に生まれた子どもはまだ住民税情報に反映されていないため、現段階では扶養親

族に含めず、進学後、進学先に申し出てください。 

（２）生計維持者の尊属（注）でないこと、及び扶養している生計維持者より年長でないこと 

注：尊属とは、父母、祖父母、おじおばなど、その人よりも上の世代の親族のことです。 

いずれかの生計維持者が海外居住（37 ページ）の場合、スカラネット上の入力ではなく別途提出が必要

となる「海外居住者のための収入基準額算出ツール兼申告書」で申告する扶養親族を「申告した扶養親族数」

として判定します。  

生計維持者 
の子ども 

生計維持者 
の子ども 

生計維持者 
の子ども 

生計維持者 
の子ども 

生計維持者 
の子ども 

生計維持者 
の子ども 

生計維持者 
の子ども 

生計維持者 
の子ども 

生計維持者 
の子ども 

生計維持者 
の子ども 

生計維持者 
の子ども 

生計維持者 
の子ども 

生計維持者 
の子ども 

生計維持者 
の子ども 

多子世帯に属しているとの判定を受けるためには、生計維持者の扶養親族に「申込者本人（あなた

自身）」が含まれている必要があります。含まれない場合、生計維持者が他に扶養している子どもの数

にかかわらず、多子世帯に属していないものとして判定されます。多子世帯としての支援を希望する

場合は、スカラネット入力時に「申込者本人（あなた自身）」が含まれていることを必ず確認してく

ださい。 

多子世帯の判定について 

17（2027 年度大学等予約採用） （2027 年度大学等予約採用）18

Ⅰ
申
込
み
の
準
備

Ⅱ
申
込
内
容

Ⅲ
ス
カ
ラ
ネ
ッ
ト
入
力

Ⅳ
必
要
書
類

Ⅴ
申
込
後



 
 

Ⅱ 申込内容④ 生計維持者の情報（続き） 

 
●世帯における生活保護受給状況の確認 
 

 あなたの世帯 

2026年１月１日時点

の生活保護の受給（※） 

☐ はい（受給していた） 

    ☐ いいえ（受給していなかった） 

（※）2026年1月1日時点で生活保護を受給していた場合、世帯主でなくても生活保護世帯に属していた人は「は

い（受給していた）」を選んでください。なお、実際には受給していないにもかかわらず「はい（受給して

いた）」を選択すると選考結果の通知時期に遅れが生じる原因となるため、正しく選択してください。 

  また、マイナンバーを提出したがマイナンバー経由で情報を取得できなかった場合やマイナンバーを提出し

なかった場合は、後日書類提出を依頼いたします。 

 

●資産の申告 

あなた（申込者）と生計維持者の資産を記入しましょう（１万円未満は切り捨て）。 

※給付奨学金の資産基準は、給付奨学金案内５ページを参照してください。 

必ず「万円」単位で記入・入力してください。「円」単位で入力すると、資産基準を満たさないため

不採用と判定されてしまう場合があります。 

あなた 生計維持者① 生計維持者② 合計 

 円万 円万 円万 円万

 
 
 

  

●資産の対象となるもの 

・現金やこれに準ずるもの（退職金含む。投資用資産として保有する金・銀等） 

・預貯金（普通預金、定期預金）、有価証券や投資信託（株式、国債、社債、地方債等） 

※少額投資非課税制度（NISA）による投資額も含まれます。有価証券や投資信託は時価で換算してく

ださい。 

・満期や解約により現金化した保険 

※住宅ローン等の負債と相殺することはできません。 

 

●資産の対象とならないもの 

・土地、建物等の不動産 

・満期、解約前の保険の掛け金 ・貯蓄型生命保険や学資保険 
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●生計維持者が１名となる理由（生計維持者が父・母２名でない人のみ選択） 

生計維持者が１名であると申告した人は、その理由についても申告が必要です。以下の選択肢のうち最も

近いものを選択してください。 

※「社会的養護を必要とする人」（１ページ）については選択不要です。 

※JASSOでの審査に疑義が生じた場合、後日理由を証明する書類の提出を求めることがあります。 

申告した生計維持者 生計維持者が１人である理由 

父１名又は母１名  奨学金申込時点にて、父又は母と死別していた。 

 奨学金申込時点にて、父母の離婚等（※）により、父母いずれかとわたし（本人）は別

生計だった。 ※離婚調停中、DVによる別居中、未婚の場合なども含みます。 

 奨学金申込時点にて、父又は母が、生死不明、意識不明、精神疾患等のため、意思疎通

ができない状況だった。 

 奨学金申込時点にて、わたし（本人）が生計維持者としていない父母いずれかからのDV・

虐待を受け、生計維持者のもとに避難している。 

父・母以外の親族等  奨学金申込時点にて、両親（父母）と死別していた。 

 奨学金申込時点にて、両親（父母）が生死不明、意識不明、精神疾患等のため、意思疎

通ができない状況だった。 

 奨学金申込時点にて、わたし（本人）は結婚しており、両親ではなく、生計維持者欄に

記載した配偶者に扶養されていた（納税手続きにおいて、わたしの夫（妻）の扶養に入

っていた）。 

 奨学金申込時点にて、わたし（本人）が父母（父母のうち一方と離別・死別している場

合には、もう一方）からDV・虐待を受け、生計維持者のもとに避難している。 

あなた自身 

（独立生計者） 

 奨学金申込時点にて、両親（父母）と死別又は両親（父母）が生死不明、意識不明、精

神疾患等のため、意思疎通ができない状況であり、祖父母や叔父・叔母等の親族から経

済的支援を受けていない状況だった。 

 奨学金申込時点にて、父母・祖父母ともに死別又は両親（父母）が生死不明、意識不明、

精神疾患等のため、意思疎通ができない状況であり、兄弟姉妹は就学中もしくは病気な

どの理由で働くことができない状況だった。 

 奨学金申込時点にて、わたし（本人）は結婚しており、配偶者等を扶養していた。 

 奨学金申込時点にて、わたし（本人）が父母（父母のうち一方と離別・死別している場

合には、もう一方）からDV・虐待を受けて避難していて、祖父母や叔父・叔母等の親族

から経済的支援を受けていない。 

・父母が健在であれば専業主婦（夫）の場合でも、父母２人を生計維持者として申告が必要です。 

・後日申告漏れが発覚し生計維持者を追加することになる場合は、結果の通知が大幅に遅れます。 

Ⅱ 申込内容⑤ 奨学金振込口座情報 

 

●公金受取口座の利用 

預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国（デジタル庁）に登録している人は、公金受取口座を

奨学金の振込先に指定することができます。 

 

 

「希望します」を選択した場合、原則としてあなたが事前に登録した公金受取口座が奨学金の振

込先になります。 

公金受取口座を利用できない場合は、「進学届」の提出時に口座情報を入力する必要があります。 

Ⅱ 申込内容④ 生計維持者の情報（続き） 

☐ 希望します  ☐ 希望しません 公金受取口座の利用 
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Ⅲ スカラネット入力 入力・送信の流れと注意点 

申込内容と必要書類の確認が終わった人は、スカラネットにログインし、本冊子の 9～19 ページにあらか

じめ記入した内容を見ながら入力を進めてください。16 桁の受付番号が表示されたら入力完了です。 

１．入力前の準備 

次の準備ができているか確認しましょう。 

チェック 確認事項 

☐ 

（１）メールアドレスの準備 

・利用可能なメールアドレスを準備しましたか。 
・初回ログイン時には jsas＠ses.jasso.go.jp より認証コードをメール送信しま

す。受信できるようメールアプリ等の設定を確認してください。 

☐ 
（２）入力内容の確認 

・本冊子の9～19ページに申込内容の下書きを行いましたか。 

☐ 
（３）マイナンバー提出の準備 

・マイナンバー提出に備え、あなたと生計維持者のマイナンバー及び住民票住所

を確認するための書類（マイナンバーカード等）を用意しましたか（25～27

ページ）。 

 

２．受付時間と動作環境 

●受付時間  ８：００～25：００（24：00～25：00は翌日受付扱い） 

（最終締切日の受付時間は８：00～24：00） 

●動作環境  ＰＣ・スマートフォン・タブレットのいずれからも入力が可能です。 

ＯＳ  ： Microsoft Windows11 

iOS 17以上、iPadOS 17以上、Android 13以上  

ブラウザ： Microsoft Edge 

Mobile Safari、Android用モバイル版Google Chrome  

※iOS及びiPadOSはSafari、AndroidはGoogle Chromeにのみ対応しています。 

※推奨する詳細な製品名等は、スカラネットのトップページを参照してください。 

●対応文字  Windows-31J（JIS第一・第二水準を含む）の文字が入力できます。 

※エラーになった場合は、通用字体に替えて（通用字体が無い場合はひらがなで）入力してください。 
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Ⅲ スカラネット入力 入力・送信の流れと注意点（続き） 

３．ログイン（アカウント情報の登録） 

（１）はじめてスカラネットへログインする場合（アカウント情報の登録） 

はじめてスカラネットにログインする場合は、最初にアカウント情報の登録を行います。 

●はじめてスカラネットへログインする場合（アカウント情報の登録） 

① スカラネットにアクセスしま

す。 

次の URL 又は二次元コードよりスカラネットのログインページ

へアクセスしてください 

② 「奨学金の新規申込・進学届の

提出」を押します。 

 

 

③ 「◆申込内容の選択」の下にメ

ニューが表示されます。 

・「申込種別を選択してくださ

い」にて「予約採用の申込」

を押します。 

・次に「進学予定の学校を選択

してください」にて「大学等」

を押します。 

・最後に「申込画面へ」を押し

ます。 

 

④ 「識別番号入力」画面が表示さ

れたら、学校から渡された識別

番号と（ユーザ ID とパスワー

ド）を入力し、「次へ」を押しま

す。 

 

⑤  「奨学金申込・進学届の提出専

用ページ」画面が表示された

ら、「奨学金確認書兼地方税同

意書」に記載されている申込Ｉ

Ｄと初期パスワードを入力し、

「次へ」を押します。 

 【注意】この画面で学

校から渡された識別番

号とパスワードを入力

するとエラーとなりま

す。必ず「奨学金確認

書兼地方税同意書」に

記載された申込ＩＤと

初期パスワードを入力

してください。 

https://www.sas.jasso.go.jp/scholarnet/ 
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●はじめてスカラネットへログインする場合（アカウント情報の登録） 

⑥  あなたのメールアドレスと新

しいパスワードを入力したら

「送信」を押します。 

登録したメールアドレス宛に

「認証コード」が送信されま

す。 

 

あなたが設定したパスワード 

を忘れないように、必ず７ペー 

ジにメモしておきましょう。 

 

 

 

 

 

⑦ ⑥で登録したメールアドレス

に認証コードが送信されます。 

スカラネット入力画面へ戻り、

届いた認証コードを入力し「認

証」を押します。 

 

※認証コードの有効期限は送

信ボタンを押した後 30 分間

です。 

30 分経過後は認証コードが

無効になりますので、①から

入力をやり直してください。 

 

 

⑧ 右図のアカウント情報登録完

了画面が表示されたら、アカ

ウント情報の登録完了です。 

「次へ」を押すと「メインメ

ニュー」に移動します。  

●登録するメールアドレスについて 

・申込ＩＤやパスワードを忘れた場合の申込ＩＤの通知やパスワード

初期化の認証、また、マイナンバーの再提出が必要になったことの

通知及びその督促に使用されます。 

・「送信」を押すると入力したメールアドレスに認証コードが送信され

ます。迷惑メール設定をしている場合は認証メールが届かない可能

性があります。jsas@ses.jasso.go.jp からのメールを受信できるよ

うにしてください。 

メールを受信できない場合 

・「再送信」を押します。 

・⑥の画面に戻ります。メールアドレスに誤りがないこと、

jsas@ses.jasso.go.jp からのメールを受信できる設定になってい

ることを確認のうえ、「送信」を押します。 

認証コードを入力し

たら「認証」を押し

ます。 

●パスワードの管理について 

・第三者に推測されやすい数字や英字（生年月日、電話番号、氏名の

イニシャル等）を使用しないでください。 

・第三者にパスワードを教えないでください。 

・第三者の目につく場所にパスワードを記入したメモを残さないでく

ださい。 

●パスワードの作成条件 

・半角の英字、数字を含む組合せであること。 

・8～16 文字以内であること。 

・申込ＩＤと異なる文字列であること。 

・現在登録済みのパスワードと異なるものであること。 
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スカラネットへログインするためには、あなたが本冊子７ページにメモをした「申込ＩＤ」と「変更後のパ

スワード」が必要です。 

 万が一忘れてしまった場合は、22 ページであなたが設定したメールアドレスを使って申込ＩＤを確認した

り、パスワードの再設定を行ったりすることができます。 

 

 

 

 

 

スカラネットログイン用の申込ＩＤ・パスワードを忘れた場合 

 

（２）アカウント情報登録後にスカラネットへログインする場合 

アカウント情報を登録済みの場合は、次の手順でスカラネットにログインします。 

●アカウント情報登録後にスカラネットへログインする方法 

① スカラネットにアクセスしま

す。 

次の URL 又は二次元コードからスカラネットのログインページ

へアクセスしてください 

② 「ログイン（アカウント情報登

録済の人）」を押すと表示される

「ログイン画面へ」を押します。 

 
③ 申込ＩＤとアカウント情報登録

時にあなたが設定したパスワー

ドを入力し、「次へ」を押します。 

※ログインできない場合には

「ログインできない方」を押

し、パスワード再設定等を行

ってください。 
 

 

 

 

 

 

 

  

スカラネットのログイン画面（奨学金申込・進学届の提

出専用ページ）にある「ログインできない方」を押し

て、申込ＩＤの確認やパスワード再設定を行うための画

面へ進んでください。 

https://www.sas.jasso.go.jp/scholarnet/ 
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Ⅲ スカラネット入力 入力・送信の流れと注意点（続き） 

４．入力・確認・送信 

スカラネットにログインするとメインメニューが

表示されます。 

メインメニューの左上にある「大学等予約申込」を

押すと、奨学金申込入力画面へ進むことができますの

で、あらかじめ本冊子の9ページ～19ページに記入

した内容を見ながら、入力します。 

入力画面は１画面あたり30分以内の制限時間を設

けていますので注意してください。 

 

 

 

 

５．受付番号の確認・メモ 

正常に送信が完了すると「申込完了」画面が表示されます。画面上に「受付番号」が表示されますので、

忘れないよう７ページにメモしておきましょう。続けてマイナンバーの提出を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「申込内容の印刷」を

押すと、印刷用画面が

表示されます。 

正常に送信が完了すると 

受付番号が表示されます。

忘れずにメモしておいてく

ださい。 

画面に表示されている申込

ＩＤ（YD26 で始まる 10

桁のＩＤ）とお手元の「奨

学金確認書兼地方税同意

書」に印刷されている申込

ＩＤが一致していることを

必ず確認してください。 

入力途中で一時保存し、後日入力を再開することも可能ですが、一時保存状態のまま申込みが完

了しなかった（受付番号発行まで進めなかった）場合には奨学金申込みを辞退したものとして取り

扱いますのでご注意ください。 

入力内容の一時保存について 
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「マイナンバーカード
・ ・ ・

」を持っていないことと「マイナンバーを持っていない」ことは混同しがちですが、マ

イナンバーカードを持っていなくても、日本にお住まいの方であれば、原則としてマイナンバーは交付され

ています。誤解により「提出できません」を選択した場合も変更はできませんので、十分にご注意ください。 

マイナンバー（12 桁の数字）を持っていないことは、まずありません。 

Ⅲ スカラネット入力 マイナンバー提出用サイトへのログイン・入力 

25（2027 年度大学等予約採用） 

※画像は 2026 年 1 月時点のものであり、

実際の画面と異なる場合があります。 
6．マイナンバー提出用サイトへのログイン 

24ページの「申込完了」画面が表示された後、スカラネット

「メインメニュー」画面に移ると、画面左下の「個人番号（マ

イナンバー）の提出等」ボタンが押せるようになります。この

ボタンを押すとマイナンバー提出用サイトへ移動します。 

 

スカラネット入力完了前は「個人

番号（マイナンバー）の提出等」ボ

タンは押せません。 

マイナンバーの提出対象となる方

が未確定のため、右図のとおり「個人

番号（マイナンバー）提出状況」の項

目が「―」となっています。 

マイナンバー提出等の手続きは、申

込完了した後に行ってください。 
 

 

 

マイナンバー提出用サイトでは、あなたと生計維持者のマイナンバーを入力し、提出しますが、それをして

よいのは、奨学金を申し込むあなただけです。あなた以外の方が行うことは認められませんので、必ずあな

た自身がマイナンバー提出等の手続きを行うようにしてください。 

7．必要情報の入力 

(1)スカラネットで入力した情報の確認 

 あなた、スカラネットで入力した生計維持者①及び②の最

大 3 名の情報を確認します。 

 全員の情報に誤りがない場合は、各人の「確認しました」

にチェックを付けてください。 

 情報に誤りがある方が 1 名でもいる場合は、入力を中断

し、スカラネットで情報の訂正を行ってください。正しい情

報が表示されたことを確認したら「確認しました」にチェッ

クを付けてください。 

(2)マイナンバー提出可否の選択  

全員の情報が正しいことを確認したら、あなた、生計維持

者①及び②の各人について、マイナンバーの提出ができるか

できないかを選択します。 

 「提出できます」を選択した方については、後の画面でマ

イナンバーを入力します。 

 

 マイナンバー提出等の手続きは、あなたが行います。 

入力がおわったら 
「次へ」を押してくだ
さい 

25（2027 年度大学等予約採用） （2027 年度大学等予約採用）26

Ⅰ 

申
込
み
の
準
備

Ⅱ 

申
込
内
容

Ⅲ 

ス
カ
ラ
ネ
ッ
ト
入
力

Ⅳ 

必
要
書
類

Ⅴ 

申
込
後



 

Ⅲ スカラネット入力 マイナンバー提出用サイトへのログイン・入力（続き） 

(3)住民票住所の入力 

 あなた、スカラネットで入力した生計維持者①及び②の

最大 3 名について、「住民票に記載された住所」を入力しま

す。「住民票に記載された住所」は、お住まいの市区町村で

発行を受けられる「住民票の写し」のほか、マイナンバー

カードのおもて面でも確認できます。 

 郵便番号 7 桁を入力して「住所検索」ボタンを押すと、

「住所 1」に住所の途中までが自動的に表示されるので、

「住所 2」に住所の続きを入力します。丁目部分が重複と

なっていないか確認してください。なお、生計維持者①及

び②については、「住民票に記載された住所」があなたと同

じ場合、「申込者本人と同じ住所を自動表示する」ボタンを

押すことで、入力を省略できます。 

 「個人番号提出可否」画面で「提出できません」を選択

した方については、次のように表示されます。 

 

(4)マイナンバーの提出 

  あなた、スカラネットで入力した生計維持者①及び②

の最大 3 名のマイナンバー12 桁を入力します。 

 入力に先立ち、あなた、生計維持者①及び②のマイナン

バーを確認するための書類を準備しておいてください。生

計維持者のマイナンバーを確認するための書類は、必ず生

計維持者の許可を得たうえで受け取ってください。 

 マイナンバーは、次の書類から確認できます。マイナン

バーカードを持っていなくても、確認できます。 

・マイナンバーカードうら面 ・通知カードおもて面 

・マイナンバー記載の住民票の写し 

（お住まいの市区町村で発行） 

マイナンバーは、誤りがないように、各人について２回

ずつ入力します。特定個人情報保護の観点から、入力した

マイナンバーは伏字になりますが、入力項目の右隣にある

「個人番号を表示」ボタンを押している間だけ、入力した

マイナンバーを表示できます。 

 2 回のマイナンバー入力後、必ずマイナンバーを入力し 

た全員の 2 か所の「個人番号を表示」ボタンを押して、

両方のマイナンバーが一致することを確認してください。 

また、あなたのマイナンバーはあなたの欄に、生計維持

者のマイナンバーは生計維持者の欄に、それぞれ正しく入

力されていることも必ず確認してください。 

※入力したマイナンバーは、「個人番号を表示」ボタンを

押している間だけ表示されます。 

入力がおわったら「次へ」を押してください 

入力がおわったら「次へ」を押してください 
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Ⅲ スカラネット入力 マイナンバー提出用サイトへのログイン・入力（続き） 

(5)入力内容の確認及び送信 

 ①「個人番号提出可否」画面、②「住民票住所」画面及び

③「個人番号」画面で入力した情報が一覧で表示されるた

め、その内容が正しいことを確認します。（マイナンバーだ

けは、「個人番号を表示」ボタンを押して確認します。）   

入力内容に誤りがある場合は、①、②、③の各欄にある

「～を訂正する」ボタンを押します。それぞれの画面に戻

り、入力した情報を訂正することが可能です。 

 入力内容に誤りがない場合は、画面最下部の「送信」ボタ

ンを押します。 

 「個人番号提出可否」画

面で「提出できません」を

選択した方が 1 名でもいる

場合は、「送信」ボタンを押

した後、右図の警告が表示

されます。 

問題がなければ警告内の

「送信」ボタンを押し、送

信をやめる場合は「閉じ

る」ボタンを押してください。 

 

 
・マイナンバーがあるのに、マイナンバーカードを持っていないからといって、「提出できません」を選択

していませんか？ たとえ誤解でも、「送信」ボタンを押すと「提出できます」への変更はできません。 

・あなたと生計維持者のマイナンバーを逆に入力していませんか？ 

入力内容の誤りは、JASSO の審査開始後の発覚となり、不備照会を行ってから再提出等の手続きをするこ

とになりますので、奨学金の選考が遅れます。 

 

(6)マイナンバー提出等の手続き完了 

 「入力内容確認」画面で「送信」ボタンを押す

と、マイナンバー提出等の手続きは完了です。 

 「個人番号提出完了」画面に移動しますので、必

ずメインメニューに戻り、「個人番号（マイナンバ

ー）提出状況」の項目が「提出済」になったことを

確認してください。 

 また、画面に記載のとおり「奨学金確認書兼地方

税同意書」及び身元確認書類をととのえ、1 週間以

内に JASSO まで郵送 

してください。 

 

 

 

 

 

 送信前に必ずご確認ください！ 

マイナンバー提出等の手続き完了後は、各人のマイナンバーの提出状況

を確認することができますが、「個人番号（マイナンバー）の提出等」ボ

タンは押せなくなり、入力した情報を訂正することや誰にどのマイナン

バーを入力して提出したかを確認することはできません。 

上にも記載のとおり、「送信」ボタンを押す前に、必ずすべての情報が正

しく入力されていることをご確認ください。 

2026 
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Ⅲ スカラネット入力 スカラネット入力後の訂正 

8．入力内容に誤りがあった場合 

スカラネットに誤った情報を入力した場合は、再度スカラネットにログインすることで申込内容の訂正を

行うことが可能です。下表のとおり訂正可能な項目は受付番号発行後の経過期間によって異なりますので

注意してください。 

なお、奨学金は申込時点の状況で審査・選考を行いますので、申込後に変更となった内容（住所・電話番

号の変更を除く）については、訂正する必要はありません。 

項目・訂正内容 

訂正期間A 

（受付番号発行日の翌日から

５日間）（※1） 

訂正期間B 

（訂正期間Aの経過後から

JASSOでの審査完了まで） 

（※2） 

①高等教育の修学支援新制度（給付奨学金及び授業料等

減免）：希望します→希望しません 訂正可 

訂正可 

※全部辞退届の提出が必要

です。 

②上記以外（あなた自身の情報・家族に関する情報等） 

※申込時点で入力を誤った場合：訂正手続きが必要 

申込後に変更となった場合：訂正手続き不要 

訂正可 一部訂正可 

（※１） 受付番号が発行された日の翌日から５日間は、すべての項目の訂正が可能です。 

（※２） 訂正期間Bでは、JASSOでの審査が完了するまでの間に限り、一部項目の訂正が可能です。訂正可能な項目

は、スカラネットにログインして確認することができます。なお、訂正可能な項目でもJASSOでの審査によ

り訂正が認められない場合があります。 

●マイナンバー提出後に生計維持者を変更又は追加した場合 

生計維持者を変更又は追加した場合は、そ

の生計維持者のマイナンバーを提出する必要

があります。右図のとおり、該当者の「個人

番号（マイナンバー）提出状況」の項目に

「未提出（人物変更）」と表示されますので、

該当者について、改めて 25～27 ページの手

 
 

 
 
 

  

 
 

マイナンバーの再提出が必要となった場合は、22 ページで登録したあなたのメールアドレスにメールで

お知らせしますので、スカラネット入力完了後も登録したメールアドレスは削除しないようにご注意く

ださい。また、上図のとおりスカラネット「メインメニュー」画面の表示も更新されますので、定期的に

同画面を確認してください。 

マイナンバーの再提出を求めるメールが届いた場合は、必ず対応してください。手続きをしないと選考が

行えません。 

続きを行ってください。手続きが完了する

と、「個人番号（マイナンバー）の提出等」ボ

タンは再び押せなくなり、表示も「提出済

（人物変更）」に変わります。   
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Ⅳ 必要書類① 「奨学金確認書兼地方税同意書」の提出 

１．「奨学金確認書兼地方税同意書」等の準備 

マイナンバー提出等の手続きが完了した後は、「奨学金確認書兼地方税同意書」を提出する必要がありま

す。「奨学金確認書兼地方税同意書」は、奨学金の申込みにあたり、その制度、手続き等の定めに従うことを

誓約し、本機構がマイナンバーを利用すること等について同意する、非常に重要な書類です。 

(1) スカラネットに入力した申込ＩＤの「奨学金確認書兼地方税同意書」を準備 

お手元の「奨学金確認書兼地方税同意書」を確認し、スカラ 

ネットに入力した申込ＩＤ（YD26 で始まる 10 桁のＩＤ）が 

印刷されているか確認してください。異なる申込ＩＤの「奨学 

金確認書兼地方税同意書」を提出しても申込者が特定できない 

ため、選考を行うことができません。 

スカラネットに入力した申込ＩＤの「奨学金確認書兼地方税 

同意書」をなくした場合等は、マイナンバー提出専用コールセンター（0570-001-320）に電話をし、ス

カラネットに入力した申込ＩＤの「奨学金確認書兼地方税同意書」の再発行を依頼してください。 

(2) 申込者本人の身元確認書類の準備 

「奨学金確認書兼地方税同意書」の提出にあたっては、申込者本人の身元を証明する書類（身元確認書

類）の提出が必要です。下記の「代表的な身元確認書類の例」を参考に、氏名・生年月日・発行日・発行

者・発行印・有効期限（※1）が確認できる書類を、㋐又は㋑のいずれかから選択してください（生計維持

者の身元確認は申込者本人が行うこととしているため、生計維持者の身元確認書類は不要です）。 

代表的な身元確認書類の例 

㋐ 顔写真付きの証明書類（いずれか１点のコピー） 

顔写真付きの生徒手帳（在学証・生徒証明書・身分証明書のページ）（※２）、 

日本国の旅券（パスポート）、マイナンバーカードのおもて面、運転免許証（※３）、 

在留カード、特別永住者証明書、障害者手帳、療育手帳 

㋑ 顔写真のない証明書類（いずれか２点のコピー） 

顔写真のない生徒手帳（在学証・生徒証明書・身分証明書のページ）（※２）、 

在学証明書（※２）（※４）、戸籍抄本又は住民票の写し（※４）（※５） 

１点のみの提出や､同じ書類 2 点（例：顔写真のない生徒手帳のコピー2 枚）の提出は不備になります。 

その他の身元確認書類は、下記ＵＲＬ（右の二次元コード）の先に掲載されている 

「身元確認書類一覧」をご確認ください。 
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/mynumber/riyo.html#mimoto 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
※１「記入年月日」時点（「記入年月日」が無記入の場合は受付処理日時点）で有効期限切れの書類は認

められません。 
※２ 生徒手帳、在学証明書等、学校が発行した身分証明書は、氏名と生年月日の両方が記載されている

必要があります。記載されているのが氏名のみの場合は、他の書類を用意してください。 
※３ 改姓等があり、スカラネットに変更後の氏名を入力した場合は、身元確認書類も変更後の氏名が記

載されたものである必要があります。運転免許証等で変更後の氏名が追記されている場合は、必ず
その面もコピーして提出してください。 

※４ 発行日があって有効期限がない書類の中には、発行日から６か月以内を有効期限とするものがあり
ます。上記の「代表的な身元確認書類の例」に挙げられていない書類を提出する場合は、必ず上記
のＵＲＬ（二次元コード）の先から６か月以内の有効期限がある書類かを確認してください。 

※５ 住民票の写し等が複数枚にわたって発行された場合は、一部でなく全部を提出してください。対象
者の氏名・生年月日が確認できても、発行日・発行者・発行印が確認できないと不備になります。 

身元確認書類の注意点 
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２．「奨学金確認書兼地方税同意書」の記入 

次の説明の内容をよく理解し、記入例を参考にしながら、誤りがないように記入してください。 

また、黒又は青の摩擦等で消えないボールペンを使い、判読可能な文字で記入してください。 

記入例 

 

 

① 「奨学金確認書兼地方 

税同意書」に記入した 

日を記入してください。 

 

 

② 申込者本人欄は、必ず申 

込者本人が記入してくだ 

さい。 

生計維持者欄は、必ずス 

カラネットで「生計維持 

者」として入力した人が 

記入してください。別人 

が記入された場合は不備 

となり、奨学金の選考が 

行えません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の注意点】 

・現住所欄は、各人の今お住まいの住所を正しく記入してください。 

「同上」、「本人と同じ」、「〃」等は認められません。 

・記入内容を訂正する場合は、誤った箇所を二重線で削除し、 

余白に正しい内容を記入してください。訂正印は不要です。 

 

Ⅳ 必要書類① 「奨学金確認書兼地方税同意書」の提出（続き） 

ショウガク カズミ 

（例） 

・「奨学金確認書兼地方税同意書」は切り取らず A3 サイズのまま提出 

してください。切り取った「奨学金確認書兼地方税同意書」は無効です。
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Ⅳ 必要書類① 「奨学金確認書兼地方税同意書」の提出（続き） 

３．申込者本人の身元確認書類の添付 

準備した申込者本人の身元確認書類は、そのサイズ、枚数等に応じ、適切な方法で「奨学金確認書兼地方

税同意書」（原本）に添付します。提出された書類は返却しませんので、添付する身元確認書類は必ずコピー

とし、身元確認書類の原本は添付しないようにしてください。 

 

【コピーを取る際の注意点】 

● 氏名・生年月日・発行日・発行者・発行印・有効期限が見切れたり、隠れたりしているもの、また、コピ

ーの文字、数字、顔写真等が判別できないものは不備となります。身元確認書類はコピー機の中央に置い

て、全体が写るようにコピーしてください。マイナンバーカードのおもて面はビニールケースから取り出

してコピーしてください。 

● 身元確認書類を２点提出する場合は、２点とも別々にＡ4 サイズの紙にコピーしてください。 

マイナンバーが記載された書類はコピーしないでください。身元確認書類として住民票の写しのコピーを

提出する場合は、マイナンバーの記載がないものの発行を受け、それをコピーしてください。 

 

【「奨学金確認書兼地方税同意書」に添付する際の注意点】 

Ａ 顔写真付きのカードサイズ１点の場合 （例：顔写真付きの生徒手帳等） 

コピーをカードサイズに切り取り、「奨学金確認書兼地方税同意書」の所定の欄に貼り付けてください。 

Ｂ カードサイズ以外の１点の場合 （例：日本国の旅券（パスポート）等） 

Ａ4 サイズの紙にコピーした１点を､そのまま提出用封筒に同封してください。 

Ｃ ２点の場合 （例：住民票の写しと在学証明書等） 

それぞれＡ4 サイズの紙にコピーした 2 点を､そのまま提出用封筒に同封してください。 

身元確認書類を貼り付けるのは、Ａの場合のみです。Ｂ及びＣの場合は、切り貼りをせず、そのまま同封してください。 

 

４．「奨学金確認書兼地方税同意書」の郵送 

「奨学金確認書兼地方税同意書」は、提出先の住所が記載された青色の長３サイズ

の提出用封筒に入れ、郵便局の窓口から簡易書留で郵送してください。 

「奨学金確認書兼地方税同意書」に記載の申込 ID や簡易書留の控えの問合せ番号

は、お問合せの際にも必要となります。記入後の「奨学金確認書兼地方税同意書」は

必ずコピーを取り、簡易書留の控えの問合せ番号とともに大切に保管してください。 

お問合せ先 

マイナンバー提出専用コールセンター（ナビダイヤル） 

0570-001-320 

9:00～18:00（土・日・祝日・年末年始を除く。） 

インターネットからのマイナンバーの提出や「奨学金確認書兼地方税同意書」の作 

成・提出に関するお問合せ先です。お問合せは、申込者本人又は生計維持者からお願

いします。また、通話料がかかりますことをご了承ください。 

なお、未提出や提出書類の不備がある場合は、申込者本人へ直接、郵便又は上記の電 

話番号からのお電話でご連絡します。携帯電話に上記の電話番号を登録しておきましょう。 
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Ⅳ 必要書類① 「奨学金確認書兼地方税同意書」の提出（続き） 

５．マイナンバー提出・「奨学金確認書兼地方税同意書」に関するＱ＆Ａ 

Ｑ．生計維持者が１人の場合や独立生計（本人が生計維持者）の場合の記入方法は？ 

Ａ．生計維持者が１人の場合、生計維持者②欄の記入は不要です。 

独立生計（本人が生計維持者）の場合は、生計維持者①・②欄ともに記入は不要です。 

Ｑ．「個人番号提出可否」画面でマイナンバーを「提出できません」と選択した人も、「奨学金確認書兼地

方税同意書」に自署をする必要があるか？ 

Ａ．申込者本人の場合は、自署が必要です。 

生計維持者の場合は、申込者本人が該当する生計維持者の氏名等を記入してください。 

Ｑ．「個人番号提出可否」画面で氏名・生年月日の誤入力に気付いた場合、又は改姓があった場合の対応

は？ 

Ａ．マイナンバー提出等の手続きを中断してスカラネットの「メインメニュー」画面に戻り、「申込内容の

ださい。申込者本人の情報を訂正した場合は、訂正後の氏名・生年月日が記載された身元確認書類を

提出してください。 

Ｑ．祖父を生計維持者とし、自分と祖父のマイナンバーを提出した。その後、生計維持者は母が正しく、

祖父ではなく母のマイナンバーを提出する必要があったことが判明した。この場合の対応は？ 

Ａ．① スカラネットにログインし、「申込内容の確認と訂正」ボタンから生計維持者を訂正（祖父→母）

してください。 

② 母のマイナンバーが提出可能になる時期は、奨学金申込時にスカラネットで登録したメールアドレ

スにメールをお送りしてお知らせしますので、必ず確認してください。 

③ メールを確認後、スカラネットにログインし、「メインメニュー」画面の左下にある「個人番号

（マイナンバー）の提出等」ボタンから、母のマイナンバーを提出してください。 

④ 母のマイナンバーを提出後、母の自署がある「奨学金確認書兼地方税同意書」を郵送してくださ

い。祖父の自署がある「奨学金確認書兼地方税同意書」を郵送済みの場合は、後日お送りする新し

い「奨学金確認書兼地方税同意書」に母の自署を求め、改めて郵送してください。 

Ｑ．不備通知を受け取り、生計維持者自体は変わらないが、生計維持者の氏名の一部を誤って入力してい

たことに気付いた。回答票を提出するのではなく、スカラネットから自分で誤った情報を修正しては

いけないのか？ 

Ａ．スカラネットの「申込内容の確認と訂正」ボタンから誤った情報を訂正することは可能です。ただし、

「カナ名の訂正」又は「カナ姓と生年月日の訂正」のいずれかを行った場合は、システム上人物変更と

判定され、対象の人物に対してマイナンバーの再提出が必要になります。マイナンバーの再提出が可能

になる時期は、前掲の祖父から母への変更の場合と同じくメールでお知らせしますので、必ず確認し、

再提出してください。 

Ｑ．マイナンバー提出と「奨学金確認書兼地方税同意書」の郵送完了後、マイナンバーの再提出を求める

メールが届いた場合の対応は？ 

Ａ．インターネットから入力したマイナンバーが誤っている可能性があります。スカラネットの「メイン

メニュー」画面の左下にある「個人番号（マイナンバー）の提出等」ボタンから、該当者のマイナン

バーを再提出してください。マイナンバーの再提出がない場合は、選考を行うことができません。 

https://www.jasso.go.jp/faq/shogakukin/moshikomi/mynumber/index.html 

 

確認・訂正」ボタンから誤って入力した情報を訂正してください。訂正完了後、手続きを再開してく

機構ホームページの「よくあるご質問 マイナンバー・「奨学金確認書兼地方税同意書」」も

ご確認ください。 
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申込みに必要な書類を説明します。 

 

１．申込者全員が提出必要 

提
出
時
期 

記号 提出が必要な人 提出する証明書類 説明ページ 

マ
イ
ナ
ン
バー

提
出
完
了
後 

１
週
間
以
内 

A 

全員 

「奨学金確認書兼地方税同意書」 

下記参照 

B 申込者本人の身元確認書類 

実際に準備する証明書や様式の名称と、準備する際の注意事項が記載されています。 

注意事項を確認してから、書類を準備しましょう。 

 

記

号 

マイナンバー提出完了後 

1週間以内に提出する書類 

コピー 

の提出 
発行元 注意事項 

全
員
提
出
が
必
要
な
書
類 

A 

「奨学金確認書兼地方税情

報の取扱いに関する同意書

兼個人信用情報の取扱いに

関する同意書」 

（「奨学金確認書兼地方税同

意書」） 

不可 

申込者及び 

生計維持者が

作成 

 

奨学金を申し込む人は、全員提出が必要です。 

 

 

B 申込者本人の身元確認書類 可 
官公署・ 

学校等 

・申込者本人（あなた）の分のみ提出してくだ

さい。 

・身元確認書類として認められる証明書類につ

いては、29ページで確認してください。 

上記 A・B の書類は青色の提出用封筒（あらかじめ宛名が印刷されている封筒）に入

れて、郵便局の窓口から簡易書留で郵送してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 必要書類② 必要書類一覧 

・29～32ページに注意事項が記載されている

ので、必ずご確認のうえマイナンバーの提出

完了後１週間以内に提出を行ってください。 
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Ⅳ 必要書類② 必要書類一覧（続き） 

２．該当者のみが提出必要 

提
出
時
期 

記号 提出が必要な人 提出する証明書類 説明ページ 

C 

申込者本人の国籍が「日本

国以外」かつ在留資格が「家

族滞在」以外の人 

在留資格の証明書類 35 ページ 

D 

申込者本人の国籍が「日本

国以外」かつ在留資格が「家

族滞在」の人 

在留資格の証明書類、入国日証明書

類 
35 ページ 

E 社会的養護を必要とする人 施設等の在籍証明書等 36 ページ 

F 2026 年１月１日時点で海

外居住していた申込者や生

計維持者がいる世帯 

年収等の実績計算書、収入証明書等 

36 ページ 

G 
海外居住者のための収入基準額算出

ツール兼申告書 

H 

一定の条件に当てはまる特

定親族（本人以外）がいる世

帯 

該当する特定親族の課税証明書、該

当する特定親族を扶養する生計維持

者の戸籍謄本 

36 ページ 

【注意】JASSO からの提出案内に同封されている専用の封筒（あらかじめ宛名が印刷されている封

筒）にいれて、郵便局の窓口から簡易書留で郵送してください。 

 

 

 

  

提出が必要な書類の記号を確認したら、35～36ページでその記号

の書類の内容を確認し、用意しましょう。 

該当者のみが提出する書類はあなたの申告内容によって提出する書類が異なります。第Ⅱ章「申込内容」

のページで選択した状況等により、必要な書類の記号を確認しましょう。証明書類をよく確認し、郵送で

JASSOから提出案内があったら期限までに提出してください。JASSOから提出依頼があったにもかかわ

らず、必要となる書類が提出されていない場合は、結果の通知時期が大幅に遅れます。JASSOから提出依

頼がない場合は、該当者ではないため提出不要です。 
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Ⅳ 必要書類② 必要書類一覧（続き） 

 

 記

号 
後日提出する証明書類 

コピー 

の提出 
発行元 注意事項 

  

C 

い
ず
れ
か
１
点 

特別永住者証明書 可 
出入国在留 

管理庁 

・在留資格、在留期限が明記されているものが必要

です。 

※通称名にて申し込む場合は、通称名が記載され

ている住民票の写しを提出してください。 

※入力時点で在留資格の更新許可申請中であるも

のの、当該申請にかかる処分がなされていない

「特例期間」に該当せず、スカラネット入力時点

で在留期間が経過している場合、速やかに出入

国在留管理局へご相談ください。 

 

在留カード 可 

住民票の写し 不可 市区町村 

D 

在
留
資
格
証
明
書
類

 

い
ず
れ
か
１
点 

在留カード 可 
出入国在留 

管理庁 

住民票の写し 不可 市区町村 

入
国
日
証
明
書
類

 

い
ず
れ
か
１
点 

住民票の写し 不可 市区町村 

・在留資格、在留期限が明記されており、かつ「外

国人住民となった日」の情報が記載されていて、

12歳に達した日の属する学年の末日までに初

めて日本国に入国していたことが確認できるも

のが必要です。 

※【在留資格証明書類】として住民票の写しを提出

する場合かつ上記の記載事項が確認できる書類

であれば、住民票の写し1枚のみの提出で構いま

せん。 

外国人出入国記録 不可 
出入国在留 

管理庁 

外国人登録原票 不可 
出入国在留 

管理庁 

出生届記載事項証

明書（又は出生証

明書） 

不可 市区町村 

 
 
 
 
 

・外国人出入国記録、外国人登録原票は発行までに

時間を要するため、対象となる「家族滞在」の人

は早めに出入国在留管理庁へ開示請求を行い、

JASSOから提出依頼があった際にすぐに提出

できるようにしておきましょう。 
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記

号 

後日提出する証明書類 

（該当者のみ） 

コピー 

の提出 
発行元 注意事項 

E 

い
ず
れ
か
１
点 

在籍証明書 可 在籍施設 

・在籍証明書について様式は問いませんが、在籍施

設が発行する以下３点が分かる証明書 

①申込者の氏名 

②証明書の発行日 

③在籍期間（例：2025年１月１日～在籍中） 

【里親に養育されている場合】 

・養育期間が記載されており、申込時点で養育され

ていることが分かる証明書 

【一時保護されている（いた）場合】 

・申込時点で18歳以上の人は18歳となる日の前

日時点で（申込時点で18歳未満の人は申込時点

で）一時保護されていたことがわかる児童相談

所が発行した書類 

児童（里親）委託証

明書 
可 児童相談所 

一時保護決定通知

書 
可 児童相談所 

 

 

記

号 

後日提出する証明書類 

（該当者のみ） 

コピー 

の提出 
発行元 注意事項 

F 

「年収等の実績計算書」 

【JASSOホームページ掲

載】 

可 

申込者 

又は 

生 計 維 持 者

が作成 
・申込者や生計維持者が2026年１月１日時点で

日本国内に住民登録がないため日本国内で課税

されていない場合に必要な書類です。 

 

※この様式には添付が必要な書類があります。 

37～38ページに沿って手続きを進めてくださ

い。 G 

「海外居住者のための収入

基準額算出ツール兼申告

書」 

【JASSOホームページ掲

載の専用ツールで作成】 

可 

申込者 

又は 

生 計 維 持 者

が作成 

 

 

記

号 

後日提出する証明書類 

（該当者のみ） 

コピー 

の提出 
発行元 注意事項 

 

H 

該当する特定親族の課税証

明書 

及び 

該当する特定親族を扶養し

ている生計維持者の戸籍謄

本等 

不可 市区町村 

・2026年１月1日時点において19歳以上23歳

未満で、合計所得金額が58万円より多く、95万

円以下の特定親族が対象です。 

 ※58万円ちょうどは含まず、95万円ちょうど

は含みます。 

①一度提出された書類はいかなる理由があっても返却できません。「コピー可」と書かれている書類はコピーを提出し

てください。 

③スカラネットでマイナンバーを提出できない場合は、給付奨学生として採用された後も、毎年収入・所得に関する

書類の提出が必要です。 

社
会
的
養
護
を 

必
要
と
す
る
人
の
書
類 

②書類の提出依頼に対して提出がなされない、又は提出された書類に不備がある場合は、改めて不備照会させていた

だきます。この場合、選考結果の通知時期が大幅に遅れますので、あらかじめご了承ください。 
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JASSO で「奨学金確認書兼地方税同意書」の審査をおこない、該当者に書類提出を

案内します。 

Ⅳ 必要書類③ 申込者や生計維持者が海外居住の場合 

2026 年 1 月 1 日時点で日本国内に住民登録がないため日本国内で住民税が課税されていない場合、 

マイナンバーで必要な情報が取得できないため、追加で提出する書類があります。 

１．海外居住者に該当する人 
2026年１月１日時点で日本国内に住民登録がなかった申込者及び生計維持者 

➀申込時点で日本へ帰国していても、2026年１月１日時点で日本国内に住民登録がなかった場合（下

図の①）は、海外居住者に該当します。 

②申込時点で日本国内に住民登録がなくても、2026年１月１日時点で日本国内に住民登録があった場

合（下図の②）は、海外居住者に該当しません。 

国内に住民票がない期間： 

国内に住民票がある期間： 

 

 

 

 

２．必要な提出書類 

提出時期 提出する証明書 説明 

マイナンバー

提出後1週間

以内 

「奨学金確認書兼地方税同

意書」 

申込者・生計維持者が海外に居住している場合でも、提出

が必要です（33ページ【A】・【B】）。 

 
 
 
 

  

JASSOから 

後日提出依頼

があったら 

※①～③を全

て提出 

 

①「年収等の実績計算書」 

2025年（１月～12月）の収入等の計算過程を明確にする

ための様式です。JASSOホームページ（以下に掲載場所

を示します）よりダウンロードして必要事項を記入したも

のを提出します。 

②あなた（申込者本人）及び

すべての生計維持者の収

入等の証明書類 

➀で用意した「年収等の実績計算書」で申告した収入等の

証明書類を提出します。 

書類の詳細については、38ページの「収入等の証明書類」

にて確認してください。 

③「海外居住者のための収入

基準額算出ツール兼申告

書」 

2025年（１月～12月）の収入等を申告し、審査に必要な

値を算出するための専用ツールです。 

JASSOホームページ（以下に掲載場所を示します）より

ダウンロードしてパソコン上で必要項目を入力し、印刷し

たものを提出します。国内居住者がいる場合は、マイナポ

ータル又は課税証明書より必要金額を入力します。 

 

 

 
 
 

2026 年 

１月１日 申込時点 

① 

② 

日本より出国 

日本に入国・帰国 

●①「年収等の実績計算書」と③「海外居住者のための収入基準額算出ツール兼申告書」は以下のペー

ジに掲載しております。 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/yoyaku/mynumber/kaigaikyoju.html 

※うち③には個人情報を入力します。共用のパソコン等でツールを使用する場合は、 

使用後のツールを共用のパソコン等に残さないよう取扱いには十分ご注意ください。 
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Ⅳ 必要書類③ 申込者や生計維持者が海外居住の場合（続き） 
 

 

 

証明書類 

必要書類の詳細 

2026年１月１日時点で日本国内に 

住民登録がなかった人 

2025年 

の 

収入等の 

証明書類 

2025年（１月～12月）の収入等として該当するいずれかの証明書類の提出が必要です。

（複数該当する場合はすべて） 

※いずれも日本語訳を付けてください。 

・給与収入があった場合 

2025年１月～12月までの給与明細書もしくは事業所発行の年収証明書 

※年収証明書は、みなし金額ではなく実際に支払いを受けた金額の証明が必要です。 

・公的年金等の収入があった場合 

2025年の１年間の受給金額がわかる通知書等（年金証書等月額が分かるもの） 

・給与・年金以外の所得があった場合 

2025年１月～12月までの帳簿 

・無収入だった場合 

居住国の公共機関が発行する2025年の１年間の無収入の証明書 

（無収入である期間が1年未満の場合は、月単位で無収入と分かる証明書） 

★収入・所得が存在しない旨の「公的な証明書」を提出してください。 

「公的な証明書」については、いち個人やいち企業により私的に作成されるものでなければ足り

ることとします（発行者について、公職に就いている者、弁護士、公証人、ケースワーカーとい

った類の職名や、役場や税務署といった公的と考えられる団体名が明らかであれば足ります）。 

 

扶養等の 

証明書類 

・戸籍謄本（海外で発行を受けた同様の証明書でも可）や、世帯構成等が分かる住民票の写し等 

※世帯構成（生計維持者との続柄等関係）及び世帯構成員の居住地を明らかにするもの 

生計維持者のうちもう一方が国内に居住している場合には、国内の生計維持者が扶養している世帯構

成員のものを含めてください。 

※多子世帯に該当するかどうかの判定に使用されます。 

・生計維持者が1人である場合は、生計維持者が1人であることの証明となる戸籍謄本等 

障がい者控

除の証明書

類 

（該当する人がいる場合のみ）障害者手帳のコピー等 

①海外で収入を得ている場合は 2025 年 1 月～12 月の収入証明書類の提出が必要です。 

②「給与収入」及び「年金収入」は、それぞれ、額面の収入金額（控除前の金額）です。 

「給与・年金以外の所得」は、売上等から経費を差し引いた所得金額です。 

③扶養等の証明書類や障がい者控除の証明書類の添付が確認できない場合は、「海外居住者のための

収入基準額算出ツール兼申告書（37 ページ）」での申告にかかわらず、該当者がいないものとし

て取り扱います。 

④扶養等の証明書類や障がい者控除の証明書類につきましては、2025 年 12 月 31 日時点の状況が

反映されたものを提出してください。  

海外居住者が提出する証明書類 

※無収入であることが分かる証明書類の提出ができない場合は、奨学金に申し込めません。 

（1月～ 

12月） 
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Ⅳ 必要書類④ 書類提出の注意点 

１．書類の提出 

あなたの必要な提出書類を確認し、不備がないように提出します。 

 全員提出が必要な書類 
該当者のみ提出する書類 

（後日 JASSO から案内） 

①
書
類
の
準
備 

●「奨学金確認書兼地方税同意書」 

● 申込者本人の身元確認書類 

 

○ 「提出書類一覧表」（機構からの提出案内

に同封されているもの） 

○ 申込者本人の在留資格に関する証明書類 

○ 社会的養護に関する証明書類 

○ 海外居住者に該当する人の書類 

②
封
入 

「奨学金確認書兼地方税同意書」を提出用封筒

（青色）に封入 

重ねて左上１点ホチキス留めし、JASSO からの

提出案内に同封されている提出専用封筒に封入 

③
提
出 

郵便局から簡易書留で JASSO に提出 

 

郵便局から簡易書留で JASSO に提出 

 

 期限：マイナンバー提出完了後１週間以内 期限：機構の定める期限 

※「奨学金確認書兼地方税同意書」の提出方法の詳細は29～32ページを確認してください。 

 ※提出先を誤った場合にはそれぞれ再提出が必要となります。 

※②で使用する封筒は提出する書類によって異なります。同じ封筒では提出できません。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

期限までに「奨学金確認書兼地方税同意書」やマイナンバーの提出がない場合、また、不備を解消し

ない場合は不採用となりますので、十分ご注意ください。 

2026 年度の最終手続き期限については、以下の JASSO ホームページで確認してください。 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/yoyaku/mynumber/index.html 

JASSO で審査・選考をおこない、結果を学校に送付します（結果は学校から受けとります）。 

これで、申込手続きはすべて完了です。 
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Ⅴ 申込後 申込内容・審査状況・選考結果の確認 

１．申込内容や審査状況の確認 

申込後（受付番号発行後）にスカラネットへログインすること

で申込内容や審査状況などを確認することができます。 

「申込内容の確認・訂正」では、申し込んだ奨学金の種類や、第

二種奨学金の希望月額などを確認することができます。また、画

面上の「印刷」ボタンよりプリントアウトすることもできます。 

あなたが提出した書類の審査についての受付状況などもこちら

から確認することができます。 

  スカラネットログイン用の申込ＩＤとパスワードを忘れてし

まった場合の対応方法については、23ページを参照してくだ

さい。 

２．提出書類が必要な場合 

 35～36 ページに記載されている必要書類の提出が必要な方は、郵送で JASSO からあなたへ、直接必

要書類の提出を依頼します。JASSO から書類提出の依頼があった場合は、照会票及び 35～36 ページの

内容を参考に必要書類を準備のうえ、同封の提出専用封筒で提出してください。 

また、照会票には提出期限を記載しております。期限までに不備のない書類の提出を確認できない場合

には不採用として結果を通知することがありますので、期限までに必ずご提出をお願いいたします。 

※必要書類の提出依頼は６月以降順次行いますが、多くの場合、住民税情報の取得が完了する７月半ば

以降になる見込みです。 

３．提出書類等に不備がある場合【JASSOからあなたへ直接照会します】 

あなたが提出した書類に不足や不備がある場合、また、JASSOでの審査において申告内容に疑義が確認

された場合、次のとおりJASSOからあなたへ直接照会します。 

照会には回答期限を設けています。期限までに回答を確認できない場合・不備が解消されない場合には不

採用として結果を通知することがありますので、照会内容を確認し、放置せず必ず期限までに回答を提出し

てください。 

（１）「奨学金確認書兼地方税同意書」（申込者本人の身元確認書類を含む）又はマイナンバーに

不備がある場合 

（ア）マイナンバー又は「奨学金確認書兼地方税同意書」の未提出督促又は不備照会を行う場合 

郵送による照会 あなたがスカラネットで登録、又は「奨学金確認書兼地方税同意書」に記入したあなた

の現住所に対し、簡易書留で照会票を郵送します。照会票の内容をよく読み、期限までに対応してく

ださい。ご不在の場合は不在票が投かんされますので、必ず再配達を依頼してください。 

電話による照会 あなたがスカラネットで登録、又は「奨学金確認書兼地方税同意書」に記入したあなた

の電話番号に対し、マイナンバー提出専用コールセンター（0570-001-320）から架電します。携

帯電話に上記の番号を登録し、着信があった場合は必ず応答してください。 
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（イ）マイナンバーの再提出を求める場合 

メールによる照会 提出したマイナンバーが誤っていた等の理由でマイナンバーの再提出が必要な場合

は、あなたがスカラネット入力時に設定したメールアドレスに、jsas＠ses.jasso.go.jpからメールを

送信します。メールの内容をよく読み、早急に対応してください。 

 

※提出したマイナンバーが誤っていた場合 

 JASSOは、住民基本台帳ネットワークシステムを用いて、提出されたマイナンバーとその持ち主が一致

するか（あなた／生計維持者のマイナンバーとして提出されたものが、本当にあなた／生計維持者のもので

あるか）を確認します。その結果、あなたと生計維持者の

マイナンバーが逆に提出されていたり、提出時にマイナン

バーの入力を誤っていたりしたことが判明した場合は、右

図のとおり、該当者の「個人番号（マイナンバー）提出状

況」の項目に「未提出（要再提出）」と表示されますの

で、該当者について、改めて25～27ページの手続きを行

ってください。手続きが完了すると「個人番号（マイナン

バー）の提出等」ボタンは再び押せなくなり、表示も「提

出済（再提出）」に変わります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（２）「奨学金確認書兼地方税同意書」以外の書類に不備がある場合やスカラネット申告内容に

疑義がある場合 

JASSOからスカラネットで登録したあなたの現住所に対し照会票を郵送します。不足

している書類等を案内しますので、照会票に記載の書類をととのえて期限までに提出して

ください。 

※提出先は照会票にてご案内しますので同封の提出専用封筒に封入の上ご提出をお願いいたします。なお、「奨学金

確認書兼地方税同意書」とは提出先が異なりますのでご注意ください。誤った提出先に郵送した場合、書類の再

提出が必要となります。 

 

 

 

  

Ⅴ 申込後 申込内容・審査状況・選考結果の確認（続き） 

マイナンバーの再提出が必要となった場合は、22ページで登録したあなたのメールアドレスにメ

ールでお知らせしますので、スカラネット入力完了後も登録したメールアドレスは削除しないよ

うにご注意ください。また、上図のとおりスカラネット「メインメニュー」画面の表示も更新さ

れますので、定期的に同画面を確認してください。 

マイナンバーの再提出を求めるメールが届いた場合は、必ず対応してください。手続きをしない

と選考が行えません。 
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4．選考結果の確認 

あなたのスカラネットでの申告内容や提出書類について審査を行い、選考できる状態になった人から順次

選考を行います。 

なお、提出された書類等に不備がある場合には、結果の通知時期が大幅に遅れますので、あらかじめご留

意ください。 

「採用候補者決定通知」は進学時の手続きに必要になりますので、なくさないよう厳重に保管してくださ

い。 

（１）選考結果の通知時期 

奨学金の申込時期により異なりますので、学校へ確認してください。 

（２）選考結果の確認方法 

また、スカラネットから選考結果を確認することもできます。 

 

 

 

 

 

 

 申込内容・審査状況・選考結果の確認（続き） Ⅴ 申込後 

予約採用の申込みを行った学校を通して「採用候補者決定通知」又は「選考結果通知」を交付します。

決定した奨学金は必ず利用しなければならない訳ではありません。奨学金を利用しない場合、進学時の手

続きを行わなければ辞退したものとして扱います。また、進学時の手続きで、決定した奨学金の一部のみを

辞退することもできます。 

※奨学金を辞退する場合であっても一度提出された書類の返却はできませんので、あらかじめご了承くださ

い。 

奨学金が不要になった場合 

（３）誤って「採用候補者決定通知」を紛失してしまった場合 

学校を通して交付する「採用候補者決定通知」の再発行はできません。 

ただし、スカラネットから簡易版の通知を印刷することができますので、万が一紛失してしまった人はス

カラネットから簡易版の印刷を行い、進学先等での手続きに利用してください。 
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～ご案内～ 

ホームページの便利なコンテンツ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

申込みに関するお問合せ先 

● 日本学生支援機構奨学金相談センター 

奨学金制度や手続きに関する一般的なお問合せに関する相談窓口です。 

０５７０－６６６－３０１（ナビダイヤル・全国共通） 

月曜日～金曜日 9 時 00 分～20 時 00 分（土・日・祝日・年末年始を除く） 

● マイナンバー提出専用コールセンター  

インターネットからのマイナンバーの提出や「奨学金確認書兼地方税同意書」の作成・提出に関する 

お問合せ先です。 

０５７０－００１－３２０（ナビダイヤル・全国共通）

月曜日～金曜日 9 時 00 分～18 時 00 分（土・日・祝日・年末年始を除く） 

 

【申込情報の保護について】 

申込み及びマイナンバーの提出は、インターネットにより行います。 

JASSOでは、ネットワーク上での電子データ授受のセキュリティを確保するために「認証局」（※）に加入し、インターネットでの情

報の漏洩や盗難については最新の暗号化通信方式を採用することによって高度なセキュリティ対策をとっています。 

※認証局…ネットワーク上での通信相手が本物であることを証明するためのデジタル証明書を発行する第三者機関で、デジタル情報に対

してデータそのものの正当性の確認や、持ち主や送り主の確認のために必要な機関です。 

 

ご提供いただいた情報及びあなたの奨学金に関する情報は、機構の奨学金支給業務及び奨学金貸与業務（返還業務を含む。）及び在籍す

る学校での授業料等減免業務のために利用されます。この利用目的の適正な範囲内において、当該情報（奨学金の返還状況に関する情報

を含む。）が、学校、金融機関、文部科学省及び業務委託先に必要に応じて提供されますが、その他の目的には利用されません。機関保証

加入者については、機構が保有する個人情報のうち保証管理に必要な情報が保証機関に提供されます。また、行政機関及び公益法人等か

ら奨学金の重複受給の防止等のために照会があった場合は、適正な範囲内においてあなたの情報が提供されます。 

● 進学資金シミュレーター 

自身の家計情報等を入力することで受けられる奨学金の種類や金額、学生生活を送る

ための収支を試算できる便利なシミュレーションツールです。 

● 奨学金貸与・返還シミュレーション 

奨学金の種類、貸与月額、利率など、様々な条件で将来の返還額や返還回数の試算が

できます。 

● 「奨学金相談サイト」 

奨学金のよくある疑問や質問をチャットボット等で解決できる Q&A サイトです。  

お電話でのお問合せの前に、是非ご活用ください。 

https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/
https://simulation.sas.jasso.go.jp/simulation/
https://www.shogakukinsupport.jp/



